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　新しく犬を飼うときは、登録が必要です。
また、犬が死亡したときは死亡届を、住所
や飼い主が変わったときは、変更届を提出
してください。

新規登録手数料　　	 	 3,000円
集合狂犬病予防注射料　	 3,300円
	内訳	 注射料	　　	 	 2,750円
　　　	注射済票交付手数料	 		550円（ ）

　放し飼いはできません。必ず丈夫な鎖な
どでつなぎましょう。
　鑑札と注射済票は、必ず犬につけておき
ましょう。
　フンの始末など、他人に迷惑のかからな
いように飼いましょう。 ※この日程で受けられない場合は、直接獣医師から注射を受け、

　注射を済ませたことを証明する書類を町民生活課に持参して、
　注射済証の交付を受けてください。

　生後３か月を経過した犬には毎年１回、
４月１日から６月30日までの間に、狂犬病
の予防注射をしなければなりません。
　町では、この時期にあわせて集合注射を
行います。集合注射を受けられなかった場
合は、直接獣医師から注射を受け、注射が
済んだことを証明する書類を町民生活課環
境衛生担当に持参して、注射済票の交付を
受けてください。この場合の注射料は、集
合注射料金とは異なる場合があります。

犬の登録と届け出 平成28年度　犬の集合狂犬病予防注射日程

狂犬病予防注射

登録・注射料金

犬を飼うために守ること

問合せ　町民生活課環境衛生担当　☎62-1232

期 日 場　　所 時　　間

５
月
９
日（
月
）

国神地区公会堂 （国神）午前  ９時 30分 ～ 午前   9時 55分

町営バス車庫 （下日野沢）午前 10時 05分 ～  午前 10時 25分

西光寺境内 （金沢）午前 10時 35分 ～ 午前 10時 50分

旧更木バス回転所 （金沢）午前 11時 ～ 午前 11時 10分

出牛人形収蔵庫 （金沢）午前 11時 20分 ～ 午前 11時 35分

自然休養村管理所 （大渕）午後  １時 ～ 午後  １時 20分

野巻消防詰所 （野巻）午後  １時 30分 ～ 午後  １時 50分

中大浜区公会堂 （皆野）午後  ２時 05分 ～ 午後  ３時

５
月
10
日（
火
）

西立沢バス回転所 （上日野沢）午前  ９時 50分 ～ 午前 10時 05分

門平出荷所 （上日野沢）午前 10時 15分 ～ 午前 10時 30分

旧日野沢小学校 （下日野沢）午前 10時 40分 ～ 午前 11時

ふれあい広場 （下日野沢）午前 11時 10分 ～ 午前 11時 30分

旧下三沢消防詰所 （三沢）午後  １時 ～ 午後  １時 30分

三沢農業集落センター （三沢）午後  １時 40分 ～ 午後  ２時 20分

八幡大神社 （三沢）午後  ２時 30分 ～ 午後  ３時

５
月
11
日（
水
）

転作研修センター （金崎）午前   9時 30分 ～ 午前   9時 45分

下田野公会堂 （下田野）午前   9時 55分 ～ 午前 10時 25分

秩父観光ぶどう農園駐車場 （皆野）午前 10時 35分 ～ 午前 10時 50分

駒形区公会堂 （皆野）午前 11時 ～ 午前 11時 20分

上の台区公会堂 （皆野）午前 11時 30分 ～ 正午

役場前駐車場 （皆野）午後   1時 15分 ～ 午後   2時 30分
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